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１． 解説書の構成について 

 

適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能の解説書は本書を含め、以下のとおり２編で構成し

ています。 

 本書ではWeb-API機能の概要、アプリケーションIDの発行手続、Web-API機能の利用規約等について説

明しています。 

 

第一編 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能の利用手続について  本書 

 

第二編 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能のリクエストの設定方法及び提供データの内

容について（Ver.1.0）  
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２． 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能について 

 

2.1. 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能とは 

 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能（以下「Web-API機能」といいます。）は、利用者のシ

ステムから抽出条件を指定して送信されたリクエストに対し、指定条件に合致する情報を利用者側のシ

ステムに応答するサービスです。 

 Web-API機能では、 

・ 登録番号を指定して情報を取得する機能 

指定された登録番号に係る登録年月日、取消年月日及び失効年月日に紐づく最新情報（履歴情報

(※)は任意）を取得 

・ 取得期間を指定して情報を取得する機能 

指定された期間内に更新された登録年月日、取消年月日及び失効年月日に紐づく全ての情報を取

得 

・ 登録番号と日付を指定して情報を取得する機能 

登録番号及び指定された日付を基準日とした直近の登録年月日、取消年月日及び失効年月日に紐

づく情報を取得 

の３つの機能を提供しています。 

 
※ 履歴情報 

公表サイトの公表情報のうち、履歴情報を保有しているのは、登録年月日、取消年月日、失効年月日及
び更新年月日のみです。 
氏名又は名称等の上記以外の情報は履歴情報を保有しておりません。 

 

2.2. バージョン 

 Web-API機能は、現在Ver.1.0を最新バージョンとして提供しています。 

 ⑴ バージョンアップの方針 

 提供するデータ項目や抽出条件に追加や変更があった場合などに、バージョンアップします。基

本方針として、下位のバージョンと、上位のバージョンを並行して稼働することを前提としていま

す。 

 ⑵ バージョンアップ情報の事前連絡 

 バージョンアップの予定については、事前に十分な準備期間を確保した上で国税庁適格請求書発

行事業者公表サイトにお知らせを掲載するとともに、登録されたメールアドレス宛に、バージョン

アップに係る情報を配信します。 
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３． Web-API機能について 

 

 利用者のシステムからWeb-API機能に条件を指定してリクエストを送信すると、指定された条件に基

づき、動的にデータを生成し応答します。 

 Web-API機能のアーキテクチャスタイルは、REST方式で、リクエストを送信する際のメソッドはGET方

式です。 

 

3.1. 登録番号を指定して情報を取得する機能の概要 

 

 登録番号を指定して情報を取得する機能では、登録番号を指定（１件から最大10件）してリクエス

トを送信することで、条件に合致する情報を、指定したファイル形式で取得できます。 

また、条件設定項目のうち、「履歴情報要否」を指定することで、登録年月日、取消年月日及び失効

年月日に係る履歴情報も併せて取得できます。 

なお、氏名又は名称等の情報は、リクエスト時点における最新情報が取得できます。 

 

3.2. 取得期間を指定して情報を取得する機能の概要 

 

 取得期間を指定して情報を取得する機能では、取得期間を指定してリクエストを送信することで、

指定した期間において更新された登録年月日、取消年月日及び失効年月日に係る履歴情報を、指定し

たファイル形式で取得できます。 

利用者 国税庁

<リクエスト例>
https://web-api.invoice-kohyo.nta.go.jp/1/num?id=K28qwe82aDkja
&number=T1111111111111,T2222222222222,T3333333333333&type=01&history=1

Web-APIを

利用するシステム

登録番号指定

(まとめて最大10件)

公表機能

適格請求書発行事

業者公表システム

Web-API機能

<リクエスト例の指定条件>

機能：登録番号を指定して情報を取得する機能

登録番号：T1111111111111,T2222222222222

T3333333333333

応答形式 ：CSV形式

履歴情報要否：要

指定したリクエスト条件に基づき生

成されたファイル形式でデータが応

答される。

1,"T1111111111111,01,0,1,1,1,2021-10-

01,2021-11-01,,,"東京都〇〇区"…

CSV形式

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝID

利用者 国税庁

<リクエスト例>
https://web-api.invoice-kohyo.nta.go.jp/1/diff?id=K28qwe82aDkja
&from=2021-10-01&to=2021-10-31&type=11&division=1&divide=10

Web-APIを

利用するシステム

取得期間指定

(最大50日)

公表機能

適格請求書発行事

業者公表システム

Web-API機能

<リクエスト例の指定条件>

機能：取得期間を指定して情報を取得する機能

取得期間開始日：令和3年10月１日

取得期間終了日：令和3年10月31日

応答形式：XML形式

人格区分：個人

分割番号：10

指定したリクエスト条件に基づき生

成されたファイル形式でデータが応

答される。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-

8"?><announcements>…<announcement><sequ

enceNumber>1</sequenceNumber>…

XML形式

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝID
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 氏名又は名称等の情報は、リクエスト時点における最新情報が取得できます。 

 取得期間は、取得対象とする更新年月日の開始日、終了日を指定します。 

 また、任意の条件設定項目（人格区分等）を指定することで、取得する情報を絞り込むこともでき

ます。 

なお、期間を指定して情報を取得する機能では、指定可能な期間は最大で50日間であり、指定期間

の開始日には令和３年10月１日以降を指定していただく必要があります。毎月初日（土曜日、日曜日、

祝日年末年始（12月29日から１月３日）（以下「休日」といいます。）の場合には翌開庁日）に作成し

ている全件データ（前月末時点の最新の氏名又は名称等の情報及び登録年月日、取消年月日及び失効

年月日に係る履歴情報）が必要な場合は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトのダウンロード機

能により取得してください。 
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3.3. 登録番号と日付を指定して情報を取得する機能の概要 

 

 

 登録番号と日付を指定して情報を取得する機能では、登録番号及び登録の状況（登録、取消及び失効）

を確認したい日付を指定してリクエストを送信することで、指定された日付を基準日として直近の登録

年月日、取消年月日及び失効年月日に紐づく情報を、指定したファイル形式で取得できます。 

なお、氏名又は名称等の情報は、リクエスト時点における最新情報が取得できます。 

  

利用者 国税庁

<リクエスト例>
https://web-api.invoice-kohyo.nta.go.jp/1/valid?id=K28qwe82aDkja
&number=T1111111111111&day=2021-10-01&type=21

Web-APIを

利用するシステム

登録番号日付指定

適格請求書発行事

業者公表システム

Web-API機能

<リクエスト例の指定条件>

機能：登録番号と日付を指定して情報を取得

する機能

登録番号：T1111111111111

日付：令和3年10月1日

ファイル形式：JSON形式指定したリクエスト条件に基づき生

成されたファイル形式でデータが応

答される。

{"lastUpdateDate" : "2021-10-01",…"announcement" : 

[ {"sequenceNumber" : "1","registratedNumber" : 

"T1111111111111","process" : "01",…

JSON形式

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝID
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【参考１】適格請求書発行事業者公表システム Web-API 機能、ダウンロードファイル提供データについ

て（共通事項） 

適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能、ダウンロードファイル提供データについては、リク

エストに基づき下表のとおり取得、提供されます。 

次ページ以降の参考２及び参考３において具体的な登録状況を基に各機能を利用した場合のデータ

の取得結果をご説明します。 

項目 

Web-API機能 

データダウンロード機能 

差分データ(※１) 

データダウンロード機能 

全件データ(※２) 

提供する事業者区分 

<適格請求書発行事業者の事業者区分> 

「01」（新規） 

「02」（公表内容の変更） 

「03」（登録の失効） 

「04」（登録の取消） 

 
変更届出書(※３)が処理

された場合 
「01」から「02」に上書き 

「01」のまま 

(「02」の事業者区分データはない) 

各事業者区分データに係

る「本店又は主たる事務所

の所在地」から「通称・旧

姓」の情報(※４) 

最新の公表情報を表示 

（各事業者区分データ全てに表示） 

最新の公表情報を表示 

（最新の事業者区分データのみ表示） 

訂正区分 

Web-API機能 

「0」を表示 

差分データ 

「0」若しくは「1」(注)を表示 

(注) 公表内容の変更が行われた場合（「変更届

出書」又は「公表申出書」の提出があった場
合）に表示 

「0」を表示 

更新年月日 提出日ではなく、システム上の更新年月日を表示 

 
登録後、失効届出書(※３)

が処理された場合 
当初更新年月日のまま表示 

「01」のデータは「03」「04」のデータの更

新年月日に上書き 

 
(※)１ 差分データ 

日次の更新情報の日別ダウンロードファイル 

２ 全件データ 

前月末時点において公表している最新情報のダウンロードファイル 

なお、データダウンロード機能には、「差分データ」（日次の更新情報の日別ダウンロードファイル）もあるが、

当該データは、前日の更新内容がそのまま表示される。 

３ 提出書類の略称 

登録申請書：適格請求書発行事業者の登録申請書 

変更届出書：適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 

公表申出書：適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書 

失効届出書：適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書 

４ リソース定義書項番18から項番30までのデータ 
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【参考２】適格請求書発行事業者公表システム Web-API機能データ例示 

課税事業者である株式会社国税商事が、下表のような登録申請書等の提出状況だった場合にＰ３～

５に示すリクエスト方法により取得可能な情報をご説明します。 

 

（株式会社国税商事の登録申請書等の提出状況） 

登録番号：T1234567890123 

項番 
提出書類 

（略称） 

税務署 

処理 
登録等年月日 更新年月日 

本店又は主たる 

事務所の所在地 
氏名又は名称 

１ 登録申請書(※) 登録 2024/1/1 2023/12/15 東京都千代田区 株式会社国税商事 

２ 変更届出書(※) (登録) (2024/1/1) 2024/5/15 愛知県名古屋市 株式会社国税商事 

３ 失効届出書(※) 失効 2027/1/1 2026/10/15 愛知県名古屋市 株式会社国税商事 

４ 登録申請書(※) 登録 2029/1/1 2028/12/15 大阪府堺市 株式会社国税商事 

 
(※) 提出書類（略称） 

登録申請書：適格請求書発行事業者の登録申請書 

変更届出書：適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 

失効届出書：適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書 
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1. 登録番号を指定して情報を取得する機能 

＜1.1.履歴情報の有無を選択する場合＞ 

<リクエスト条件> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2028年12月20日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

２ 02 0 2024/1/1 2024/5/15  大阪府堺市 株式会社国税商事 

３ 03 0 2024/1/1 2026/10/15 2027/1/1 大阪府堺市 株式会社国税商事 

４ 01 0 2029/1/1 2028/12/15  大阪府堺市 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ 項番２は項番１の情報を更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 「本店又は主たる事務所の所在地」及び「氏名又は名称」（以下「氏名又は名称等」といいます。）の情報はリ

クエスト日における最新情報（項番４の情報）を取得 

 

 <リクエスト条件> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：なし 

リクエスト日：2028年12月20日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

４ 01 0 2029/1/1 2028/12/15  大阪府堺市 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ リクエスト日における最新情報（項番４の情報）を取得  
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2. 取得期間を指定して情報を取得する機能 

＜2.1. リクエスト日が相違する場合＞ 

<リクエスト条件等> 

取得期間開始日：2023年12月１日 

取得期間終了日：2024年１月10日 

リクエスト日：2024年５月１日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

１ 01 0 2024/1/1 2023/12/15  東京都千代田区 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番１の情報）を取得 

 

<リクエスト条件等> 

取得期間開始日：2023年12月１日 

取得期間終了日：2024年１月10日 

リクエスト日：2028年12月20日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

- 該当なし 

<取得情報の説明> 

・ 項番１の更新年月日は、項番２により「2024/5/15」となっており、指定した期間に更新された情報はない（ヘ

ッダー情報のみを取得） 
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＜2.2. 取得期間が相違する場合＞ 

<リクエスト条件等> 

取得期間開始日：2024年４月１日 

取得期間終了日：2024年５月15日 

リクエスト日：2028年12月20日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

２ 02 0 2024/1/1 2024/5/15  大阪府堺市 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ 項番２は項番１の情報を更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番４の情報）を取得 

 

<リクエスト条件等> 

取得期間開始日：2024年６月20日 

取得期間終了日：2024年６月30日 

リクエスト日：2028年12月20日 

<取得情報> 

項番 
事業者 

処理区分 

訂正 

区分 
登録年月日 更新年月日 失効年月日 

本店又は主たる 

事務所の所在地 
氏名又は名称 主たる屋号 

- 該当なし 

<取得情報の説明> 

・ 指定した期間に更新された情報はない（ヘッダー情報のみを取得） 
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3. 登録番号と日付を指定して情報を取得する機能の概要 

<リクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

取 得 日：2024年４月１日 

リクエスト日：2024年５月10日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

１ 01 0 2024/1/1 2023/12/15  東京都千代田区 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番１の情報）を取得 

 

<リクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

取 得 日：2024年６月１日 

リクエスト日：2028年５月10日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

２ 02 0 2024/1/1 2024/5/15  愛知県名古屋市 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ 項番２は項番１の情報を更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番３の情報）を取得 

 

<リクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

取 得 日：2027年５月１日 

リクエスト日：2028年５月10日 

<取得情報> 

項番 
事業者 

処理区分 

訂正 

区分 
登録年月日 更新年月日 失効年月日 

本店又は主たる 

事務所の所在地 
氏名又は名称 

３ 03 0 2024/1/1 2026/10/15 2027/1/1 愛知県名古屋市 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番３の情報）を取得 

 

<リクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

取 得 日：2029年１月31日 

リクエスト日：2029年１月31日 

<取得情報> 

項番 
事業者 
処理区分 

訂正 
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 

４ 01 0 2029/1/1 2028/12/15  大阪府堺市 株式会社国税商事 

<取得情報の説明> 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番４の情報）を取得 
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【参考３】適格請求書発行事業者公表システム Web-API機能、ダウンロードファイル提供機能例示 

課税事業者である税務太郎が、下表のような登録申請書等の提出状況だった場合にWeb-API機能、ダ

ウンロードファイル提供機能（日次又は月次）により、取得した場合の情報を例示として示します。 

なお、Web-API機能によるリクエストは、Ｐ３（登録番号を指定して情報を取得）に示す方法により

ご説明します。 

 

（税務太郎の登録申請書等の提出状況） 

登録番号：T1234567890123 

項番 
提出書類 

（略称） 

税務署 

処理 
登録等年月日 更新年月日 

本店又は主たる 

事務所の所在地 
氏名又は名称 主たる屋号 

１ 登録申請書(※) 登録 2023/10/1 2022/10/3  財務 太郎  

２ 変更届出書(※) (登録) (2023/10/1) 2022/11/1  国税 太郎  

３ 公表申出書(※) (登録) (2023/10/1) 2022/11/1 東京都新宿区 国税 太郎 国税商店 

４ 変更届出書(※) (登録) (2023/10/1) 2023/12/1 東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

５ 失効届出書(※) 失効 2025/1/1 2024/12/25 東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

６ 登録申請書(※) 登録 2028/1/1 2027/12/2  税務 太郎  

７ 公表申出書(※) (登録) (2028/1/1) 2027/12/2 愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

 
(※) 提出書類（略称） 

登録申請書：適格請求書発行事業者の登録申請書 

変更届出書：適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 

公表申出書：適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書 

失効届出書：適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書 
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パターン① 2022年10月４日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2022年10月４日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2022年10月４日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

１ Web-API 01 0 2023/10/1 2022/10/3   財務 太郎  

１ 日次差分 01 0 2023/10/1 2022/10/3   財務 太郎  

- 月次全件 該当なし 

（Web-API） 

・ 項番１の情報を取得 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番１の情報）を取得 

（日次差分） 

・ 前日（2022年10月３日）の更新年月日分として、項番１を取得 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2022年９月30日時点）の情報であるため、取得できる情報はない 

 

パターン② 2022年11月１日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2022年11月１日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2022年11月１日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

１ Web-API 01 0 2023/10/1 2022/10/3   財務 太郎  

- 日次差分 該当なし 

- 月次全件 該当なし 

（Web-API） 

・ 項番１の情報が取得 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番１の情報）を取得 

※ 項番２及び３の情報は2022年11月２日以降に取得可能 

（日次差分） 

・ 前日（2022年10月31日）の更新年月日分として取得できる情報はない 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2022年９月30日時点）の情報であるため、取得できる情報はない 
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パターン③ 2022年11月２日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2022年11月２日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2022年11月２日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

３ Web-API 02 0 2023/10/1 2022/11/1  東京都新宿区 国税 太郎 国税商店 

３ 日次差分 02 1 2023/10/1 2022/11/1  東京都新宿区 国税 太郎 国税商店 

１ 月次全件 01 0 2023/10/1 2022/10/3   財務 太郎  

（Web-API） 

・ 項番３は、項番１の情報を項番２及び３の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番１に項番２及び３の情報を更新）を取得 

（日次差分） 

・ 前日（2022年11月１日）の更新年月日分として、項番３を取得 

・ 項番３は、項番１の情報を項番２及び３の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」、かつ、訂正

区分は「1」を設定 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2022年10月31日時点）の情報を取得 

・ 項番３は、項番１の情報を項番２及び３の情報に更新しているが、事業者処理区分は「01」を設定 

 

パターン④ 2023年12月１日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2023年12月１日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2023年12月１日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

３ Web-API 02 0 2023/10/1 2022/11/1  東京都新宿区 国税 太郎 国税商店 

- 日次差分 該当なし  

３ 月次全件 01 0 2023/10/1 2022/11/1  東京都新宿区 国税 太郎 国税商店 

（Web-API） 

・ 項番３は、項番１の情報を項番２及び３の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番１に項番２及び３の情報が更新）を取得 

※  項番４は2023年12月２日以降に取得可能 

（日次差分） 

・ 前日（2023年11月30日）の更新年月日分として取得できる情報はない 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2023年11月30日時点）の情報を取得 

・ 項番３は、項番１の情報を項番２及び３の情報に更新しているが、事業者処理区分は「01」を設定 
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パターン⑤ 2023年12月２日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2023年12月２日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2023年12月２日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

４ Web-API 02 0 2023/10/1 2023/12/1  東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

４ 日次差分 02 1 2023/10/1 2023/12/1  東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

３ 月次全件 01 0 2023/10/1 2022/11/1  東京都新宿区 国税 太郎 国税商店 

（Web-API） 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番４の情報）を取得 

（日次差分） 

・ 前日（2023年12月１日）の更新年月日分として取得 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設

定、かつ、訂正区分は「1」を設定 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2023年11月30日時点）の情報として取得 

・ 項番３は、項番１の情報を項番２及び項番３の情報に更新しているが、事業者処理区分は「01」を設定 

 

パターン⑥ 2024年12月26日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2024年12月26日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2024年12月26日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

４ Web-API 02 0 2023/10/1 2023/12/1  東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

５ 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1 東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

５ 日次差分 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1 東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

４ 月次全件 01 0 2023/10/1 2023/12/1  東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

（日次差分） 

・ 前日（2023年12月25日）の更新年月日分として取得 

（Web-API） 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番５の情報）を取得 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2024年11月30日時点）の情報として取得 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新しているが、事業者処理区分は「01」を設定 
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パターン⑦ 2025年１月６日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2025年１月６日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2025年１月６日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

４ Web-API 02 0 2023/10/1 2023/12/1  東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

５ 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1 東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

- 日次差分 該当なし 

４ 月次全件 01 0 2023/10/1 2024/12/25     

５ 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1 東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

（Web-API） 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番５の情報）を取得 

（日次差分） 

・ 前日（2024年12月28日）更新年月日分として取得できる情報はない 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2024年12月28日時点）の情報を取得 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新しているが、事業者処理区分は「01」を設定 

・ 項番５の更新年月日は、項番４の更新年月日が項番５の更新年月日に上書きされる 

・ 氏名又は名称等の情報は最新情報（項番５）のみ取得 
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パターン⑧ 2027年12月３日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2027年12月３日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2027年12月３日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

４ Web-API 02 0 2023/10/1 2023/12/1  愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

５ 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1 愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

７ 01 0 2028/1/1 2027/12/2  愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

７ 日次差分 01 0 2028/1/1 2027/12/2  愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

４ 月次全件 01 0 2023/10/1 2024/12/25     

５ 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1 東京都新宿区 税務 太郎 国税商店 

（Web-API） 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 項番７は、項番６と同日に更新されていることから、事業者処理区分「01」が設定される 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番７の情報）を取得 

（日次差分） 

・ 前日（2027年12月２日）の更新年月日分として取得 

・ 項番７は項番６と同日に提出されていることから、事業者処理区分「01」が設定される 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2027年11月30日時点）の情報を取得 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新しているが、事業者処理区分は「01」を設定 

・ 項番５の更新年月日は、項番４の更新年月日が項番５の更新年月日に上書きされる 

・ 氏名又は名称等の情報は最新情報（項番５）のみ取得 
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パターン⑨ 2028年１月５日に登録情報を取得した場合 

<Web-APIリクエスト条件等> 

登 録 番 号：T1234567890123 

履 歴 情 報：あり 

リクエスト日：2028年１月５日 

<データダウンロード> 

ダウンロード日：2028年１月５日 

<取得情報> 

項番 
データ 
種類 

事業者 
処理区分 

訂正
区分 

登録年月日 更新年月日 失効年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 

氏名又は名称 主たる屋号 

４ Web-API 02 0 2023/10/1 2023/12/1  愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

５ 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1 愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

７ 01 0 2028/1/1 2027/12/2  愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

- 日次差分 該当なし 

４ 月次全件 01 0 2023/10/1 2024/12/25     

５ 03 0 2023/10/1 2024/12/25 2025/1/1    

７ 01 0 2028/1/1 2027/12/2  愛知県名古屋市 税務 太郎 財務商店 

（Web-API） 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新していることから、事業者処理区分は「02」を設定 

・ 項番７は、項番６と同日に更新されていることから、事業者処理区分「01」が設定される 

・ 氏名又は名称等の情報はリクエスト日における最新情報（項番７の情報）を取得 

（日次差分） 

・ 前日（2028年１月４日）更新年月日分として取得できる情報はない 

（月次全件） 

・ 前月末時点（2027年12月28日時点）の情報を取得 

・ 項番４は、項番１の情報を項番２、３及び４の情報に更新しているが、事業者処理区分は「01」を設定 

・ 項番５の更新年月日は、項番４の更新年月日が項番５の更新年月日に上書きされる 

・ 氏名又は名称等の情報は最新情報（項番７の情報）のみ取得 
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４． 公表情報の更新回数及び時刻について 

 

 Web-API機能で公表する情報については、表２のとおり更新しています（休日を除く。）。ただし、処

理状況によっては遅れる場合があります。 

 

【表２ 各機能の更新について】 

機能名称 
更新 

回数 
更新時刻の目安 

登録番号を指定して情報

を取得する機能 
１回 

適格請求書発行事業者登録簿に登載された翌開庁日

の午前６時 

取得期間を指定して情報

を取得する機能 
１回 

適格請求書発行事業者登録簿に登載された翌開庁日

の午前６時 

登録番号と日付を指定し

て情報を取得する機能 
１回 

適格請求書発行事業者登録簿に登載された翌開庁日

の午前６時 
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５． アプリケーションIDの発行届出について 

 

5.1. アプリケーションIDの発行届出 

Web-API機能を利用するためには、アプリケーションIDが必要です。 

アプリケーションIDの発行届出は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト内の「アプリケーシ

ョンID発行届出仮受付」画面（https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/web-api/pre-reg/）にメー

ルアドレスを入力し送信してください。送信後、入力したメールアドレス宛に「アプリケーション

ID本登録受付」画面のURLを送付いたしますので、本画面にアプリケーションID届出情報を入力し送

信してください。 

なお、アプリケーションIDの発行届出は令和３年10月１日より受付可能です。 

※１ 上記受付画面以外（書面等）では受付をしておりません。 

 ※２ アプリケーションIDの発行に添付書類、手数料は不要です。 

 

また、適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能の開発に当たり、当該機能の利用のために

発行するアプリケーションIDは、既に国税庁において提供している法人番号システムWeb-API機能の

アプリケーションIDと統合することとしているため、既に法人番号システムWeb-API機能のアプリケ

ーションIDをお持ちの方は、そのアプリケーションIDを使用することで適格請求書発行事業者公表

システムWeb-API機能を利用することが可能です。 

 

5.2. アプリケーションIDのお知らせ 

アプリケーションIDの発行届出後、１週間程度でアプリケーションIDのお知らせを5.1で入力され

たメールアドレス宛にメールで送付します。 

 

5.3. アプリケーションIDの発行単位 

アプリケーションIDは、原則としてWeb-API機能と通信をするシステムごとに発行します。 

なお、同一のメールアドレスを使用して複数のアプリケーションIDの発行届出を提出することはで

きませんので、ご留意ください。  



21 

６． サンプルデータの掲載について 

 

Web-API機能のリクエストに対するレスポンス（応答結果）のサンプルは、国税庁適格請求書発行事業

者公表サイトに掲載しているサンプルデータ（https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/download/）に含

まれていますので、こちらをご確認ください。 

なお、サンプルデータは令和３年10月１日よりダウンロード可能です。 

また、サンプルデータについては、Web-API機能のほか、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトから

ダウンロードするファイルのサンプル（全件データ、差分データ）も含まれていますので、ご留意くだ

さい。 

 

 

 

 

  



22 

７． Web-API機能の検証に係る環境の提供について 

 

 国税庁では、利用者が構築するシステムとのインタフェース検証テストのために、架空の個人又は法

人の氏名又は名称のサンプルデータを使用した検証環境を提供しています。 

 本検証環境は、令和３年10月１日より利用可能です。 

 

7.1. 検証環境の概要 

 検証環境は、Web-API機能の検証用サーバを使用し、利用者が構築するシステムからのリクエストに

対し、指定条件に合致するテストデータを応答します。 

 

 

7.2. 検証環境の利用方法 

検証環境の利用にあたっては、アプリケーションIDが必要となりますので、本書「５. アプリケー

ションIDの発行届出について」の手続を行い、アプリケーションIDを取得してください。 

なお、アプリケーションIDは、本番・検証環境どちらでも使用できます。 

  

（注）１ 利用予定期間中に検証環境のメンテナンス等で検証環境が利用できなくなる場合には、メー

ルにて連絡させていただきます。 

   ２ Webブラウザを介してWeb-API機能を利用した場合には、取得したデータを表示できない事象

が発生することがありますのでご了承ください。 

     なお、Javaアプリケーションなどのシステムやプログラムからリクエストを送信する場合に

は、同事象は発生することはありません。 

３ 既に法人番号システムWeb-API機能のアプリケーションIDを取得済みの場合、当該アプリケ

ーションIDにて利用可能です。 
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８． Web-API機能の利用規約及び国税庁適格請求書発行事業者公表サイト等の個人情報

保護方針 

 

 Web-API機能は、別添１～３の利用規約等に同意することで、どなたでもご利用できます。 

 ご利用にあたっては、事前にご確認ください。 

 

別添１ 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能利用規約 

別添２ 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト及び適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機

能に係る個人情報保護方針 

別添３ 国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの利用規約 
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別添１ 

 

適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能利用規約 

 

国税庁が提供する適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能（以下「本機能」といいます。）の

ご利用については、下記の利用規約の全ての条項に同意していただいた上で、本機能をご利用ください。 

 

記 

 

（目的） 

第１条 本利用規約は、国税庁が提供する本機能の利用に関し、利用者に同意していただくことが必要

な事項を定めることを目的とします。 

 

（定義） 

第２条 本利用規約で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。 

一 「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」とは、利用者のシステムからインターネ

ットを通じて情報取得に関する要求を送信することで、利用者のシステムで必要な適格請求

書発行事業者の情報を取得することを可能とする機能をいいます。 

二 「利用者」とは、本機能を利用し、適格請求書発行事業者の情報を取得しようとする者をい

います。 

三 「適格請求書発行事業者」とは、「登録申請書を提出し、税務署長の登録を受けた事業者」を

いいます（所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）第５条の規定による改

正後の消費税法第２条第１項第７号の２に規定）。 

四 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」（以下「公表サイト」といいます。）とは、適格

請求書発行事業者の情報を公表するためのウェブサイトをいいます。 

五 「アプリケーションID」（以下「ID」といいます。）とは、本機能及び法人番号システムWeb-

API機能の利用者を特定するために国税庁が利用者に提供する符号をいいます。 

六 「アプリケーションID 発行届出情報」とは、公表サイトを利用してIDの発行を届け出るため

に作られる、本機能を利用しようとする者の法人名又は氏名、メールアドレス、電話番号等

の利用者情報をいいます。 

七 「コンテンツ」とは、本機能が提供する情報をいいます。 

八 「法人番号Web-API機能」とは、国税庁が提供する法人番号システムWeb-API機能のことをい

います。 
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（利用の届出） 

第３条 本機能を利用しようとする者は、「アプリケーションID 発行届出情報」を公表サイトからイ

ンターネット経由で送信する方法により利用者情報を国税庁に届け出るものとします。 

  ２ アプリケーションID発行届出情報に使用するメールアドレスは、別のIDの発行の際に使用し

ていないメールアドレスを届け出るものとし、既に発行されたIDにも適用されるものとしま

す。また、アプリケーションID発行届出情報に使用するメールアドレスは一つとします。 

３ 利用者は、利用者情報に変更が生じた場合は、公表サイトから変更情報をインターネット経

由で送信する方法により速やかに国税庁に届け出るものとします。 

 

（IDの通知及び管理等） 

第４条 国税庁は、前条第一項で届出のあった利用者情報を確認した上で、IDを発行し、当該IDをメ

ールで利用者に通知します。 

２ 利用者は、通知を受けたIDの管理責任を負うものとします。 

３ 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適宜の方法により速やかに国税庁に連絡

するものとします。 

   一 ID が第三者によって不正に利用されていることが判明した場合 

   二 ID を忘失した場合 

   三 ID の利用を停止する場合 

４ 国税庁は、前項第一号に基づく連絡があった場合又はIDが第三者によって不正に利用されて

いる若しくは不正な利用が疑わしいと判断した場合は、本機能の利用を直ちに停止することが

できるものとします。 

５ 国税庁は、次の各号のいずれかの日から３年を経過する日までの期間、利用者がIDを利用し

て本機能及び法人番号Web-API機能（以下「本機能等」といいます。）にアクセスした事績がない

場合、本機能の利用を停止することができるものとします。 

一 最後に本機能等へのアクセスがあった日 

   二 前号に該当しない場合はIDを発行した日 

 

（利用状況の情報提供） 

第５条 国税庁は、利用者に本機能の利用状況について、アンケート及びその他の方法により聴取す

ることができるものとします。その際、利用者は開示可能な範囲で情報を提供するものとしま

す。 

２ 国税庁は、前項に基づき提供された情報について、活用事例として公開することができるも

のとします。  



26 

（情報の取得元の明示） 

第６条 利用者は、本機能を利用したサービスを提供する場合は、「このサービスは、適格請求書発行事

業者公表システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内

容は国税庁によって保証されたものではない」を適宜の場所に明示するものとします。 

 

（コンテンツの利用条件等） 

第７条 コンテンツの利用条件等は、別に定める「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト利用規約」

により取り扱います。 

 

（本機能の利用可能時間及び利用の停止） 

第８条 本機能の利用可能時間は、本機能が停止する以外の時間とします。 

２ 国税庁は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に公表サイトに掲載し、本機能の利用

の停止をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、公表サイトに掲載する

ことなく本機能の利用の停止をすることができるものとします。 

一 機器等のメンテナンスが予定される場合 

二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本機能に重大な障害が発生した場合 

三 その他、国税庁において、本機能の利用の停止が必要と判断した場合 

３ 国税庁は、本機能の利用が著しく集中した場合等には、本機能の利用を制限することができる

ものとします。 

 

（禁止事項） 

第９条 利用者は、本機能の利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。 

一 本機能の運用及び管理を故意に妨害すること 

二 本機能に対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること 

三 短時間における大量アクセスその他本機能の運用に支障を与えること 

四 以下のいずれかの内容を含むアプリケーションの作成、運営及びこれらに関するサービスを

提供すること 

イ 本利用規約に違反する内容 

ロ 法令又は公序良俗に反する内容 

ハ 閲覧者に誤解を与えるおそれのある内容 

五 IDを第三者に譲渡、貸与又は開示すること 

２ 国税庁は、利用者が前項各号に掲げるいずれかに該当する行為を行ったことを疑うに足りる相

当な理由がある場合その他国税庁が必要と認める場合は、利用者に対し、利用状況又は利用者に

よるアプリケーションの作成、運営及びこれらに関するサービス、コンテンツ等の提供（以下「ア

プリケーション等の提供」といいます。）について、内容の聴取ができるものとし、聴取の結果、

同号に掲げるいずれかに該当する行為を行った場合若しくは行うおそれがあると認められた場

合には、必要に応じて、改善要求ができるものとします。 

３ 国税庁は、利用者が第一項各号に掲げるいずれかに該当する行為を行った場合若しくは行うお

それがあると認められた場合又は第3条各項により届け出ている利用者情報で連絡がつかず、前

項の内容の聴取ができない場合は、本機能の利用を停止することができるものとします。 
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（免責） 

第10条 国税庁は、本機能の利用により、利用者又は第三者が被った被害について、一切の責任を負わ

ないものとします。 

２ 国税庁は、本機能の停止により発生した利用者又は第三者が被った損害について、一切の責任

を負わないものとします。 

 

（補償） 

第11条 利用者は、アプリケーション等の提供及びIDの管理について、第三者との間で生じた苦情、請

求その他の紛争等については、自らの責任と負担において解決するものとし、国税庁に対してい

かなる責任を負担させないものとします。 

 

（個人情報の取扱い） 

第12条 国税庁は、本機能の利用により取得した個人情報は、公表サイトに定める個人情報保護方針に

より取り扱います。 

 

（本利用規約の改正） 

第13条 国税庁は、必要があると認めるときは、利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本

利用規約を改正することができるものとします。 

２ 国税庁は、本利用規約の改正を行った場合は、遅滞なく公表サイトに掲載し公表するものとし

ます。 

３ 前項の公表後に、利用者が本機能を利用するときは、利用者は改正後の利用規約 

に同意したものとみなされます。 
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（準拠法及び裁判管轄） 

第14条 本利用規約には日本法が適用されるものとします。 

２ 本機能の利用に関連して国税庁と利用者の間に生ずる全ての訴訟については、東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。 

 

（使用言語） 

第15条 利用上の手続及び問合せ等は、日本語で行うものとします。 

 

附則 

本利用規約は、令和３年10月１日から施行します。 
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別添２ 

 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト及び適格請求書発行事業者公表

システムWeb-API機能に係る個人情報保護方針 

 

以下の個人情報保護方針は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト及び適格請求書発行事業者公

表システムWeb-API機能に関するものです。 

 

１．基本的考え方 

国税庁課税部軽減税率・インボイス制度対応室（以下「当室」といいます。）では、国税庁適格請

求書発行事業者公表サイト（https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ 以下「当サイト」といいま

す。）において提供するサービス（当サイトによる情報提供、各種届出・意見の受付等）及び適格請

求書発行事業者公表システムWeb-API機能において提供するサービスの円滑な運営に必要な範囲で、

当サイトを利用される皆様の情報を収集しています。収集した情報は利用目的の範囲内で適切に取

り扱います。 

 

２．収集する情報の範囲 

⑴ 当サイトでは、ドメイン名、IPアドレス、当サイトの閲覧等の情報を自動的に収集します。 

また、適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能では、IPアドレス、アプリケーション

ID、アクセス日時その他適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能の利用に係る情報を自動

的に収集します。 

⑵ アプリケーションIDの発行届出（フォーム）には、アプリケーションID発行のために、氏名、

メールアドレス及び電話番号等（法人の担当者の方の場合は、担当部署名、担当者氏名等を含

む）の入力をお願いしています。 

⑶ Web-API機能に関するお問い合わせをされる際には、メールアドレス及びアプリケーションIDの

入力をお願いしています。 

 ⑷ ご意見・ご要望を寄せられる際には、メールアドレスについて任意で入力をお願いしていま

す。 
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３．利用目的 

⑴ ２.⑴において収集した情報は、当サイトが提供するサービスを円滑に運営するための参考とし

て利用します。 

⑵ ２.⑵において収集した情報は、アプリケーションIDの発行及びお知らせを含む国税庁からのご

連絡のために使用します。 

⑶ ２.⑶において収集した情報は、Web-API機能に関するお問い合わせの回答や確認のご連絡のた

めに利用します。 

⑷ ２.⑷において収集したご意見・ご要望等については、当サイト及び適格請求書発行事業者公表

システムWeb-API機能の利便性を向上させるための参考とさせていただきます。 

  任意で入力していただいたメールアドレスについては、ご意見・ご要望等の確認のご連絡のた

めに利用します。 

 

４．利用及び提供の制限 

当室では、法令に基づき開示請求があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場

合、その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を「3.利用目的」以外の目的のために自ら

利用し、又は第三者に提供いたしません。 

ただし、統計的に処理された当サイトのアクセス情報、利用者属性等の情報については公表する

ことがあります。 

 

５．安全確保の措置 

当室は、収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止、その他収集した情報の適切な管理のため

に必要な措置を講じます。 

 

６．自己に関する情報の開示 

「お問合せ、ご意見・ご要望」等の際において収集した情報の中に、氏名・住所など特定の個人

を識別できる情報が含まれている場合には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」

（平成15年法律第58号）に規定する「所有個人情報」となります。このため、氏名・住所など個人

識別情報とともに、「お問合せ、ご意見・ご要望」等を寄せられた方は、自己に関する情報の開示請

求ができます。 

 

７．適用範囲 

本方針は、当サイトにおいてのみ適用されます。 

 

８．その他 

国税庁では、本方針を改定することがあります。改定する場合は、当サイトでお知らせします。 
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別添３ 

 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの利用規約 

 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで公開している情報（以下「コンテンツ」といいます。）

は、どなたでも以下の１）～６）に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用で

きます。商用利用も可能です。 

 

コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したとみなします。 

 

１） 出典の記載について 

ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。 

（出典記載例） 

出典：国税庁適格請求書発行事業者公表サイト（国税庁）（当該ページのURL） 

イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったこ

とを記載してください。また、編集・加工した情報を、あたかも国（又は府省等）が作成したか

のような態様で情報提供・利用することは禁止します。 

（コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例） 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト（国税庁）（当該ページのURL）を加工して作成 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト（国税庁）（当該ページのURL）をもとに〇〇株式会

社作成 など 

 

２） 第三者の権利を侵害しないようにしてください 

ア コンテンツの中には、第三者（国以外の者をいいます。以下同じ。）が著作権その他の権利を有

している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権

利（例：写真における肖像権、パブリシティ権等）を有しているコンテンツについては、特に権

利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾

を得てください。 

イ コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が

権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三

者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用

者の責任において確認してください。 

（第三者に権利があることを表示・示唆している場合の例） 

「出典：〇〇〇」 

ウ 第三者が著作権を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著

作権者の許諾なしに利用できる場合があります。 

 

３） 本利用ルールが適用されないコンテンツについて 

 以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。 

ア 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン 
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イ 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ 

 

４） 準拠法と合意管轄について 

ア 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。 

イ 本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に

係るコンテンツ又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の

専属的な合意管轄裁判所とします。 

 

５） 免責について 

ア 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為（コンテンツを編集・加工等した情報を利

用することを含む。）について何ら責任を負うものではありません。 

イ コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。 

 

６） その他 

ア 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではあり

ません。 

イ 本利用ルールは令和３年６月30日に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約（第

2.0版）に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利

用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用され

ます。 

ウ 本利用ルールは、以下のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0国際

（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaに規定される著作権利用許諾条

件。以下「CC BY」といいます。）と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BY

に従うことでも利用することができます。 

 


